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公  告 

 

富農共第 1 2 7 0 号 

令和 7 年 10 月 10 日 

 

下記のとおり入札後資格確認型一般競争入札を行うので、富山県農業共済組合物品購入等入

札執行要領第７条の規定により公告する。 

 

富山県農業共済組合 

組合長理事  森 雅 志 

 

記 

 

１．入札に付する事項 

（１）物 品 名 

ファットクライアントパソコン機器一式のリース契約 

（２）数 量 

６台 

（３）仕 様 

別紙仕様書のとおり 

（４）納 入 期 限 

令和７年１１月２８日（金） 

（５）納 入 場 所 

富山市安養寺 340 番地１ 

富山県農業共済組合 

（６）入札参加申請期限 

     令和７年１０月２０日（月） 午後５時 

    一般競争入札参加申込書（様式第１号）を持参・郵送の場合は必着 

（７）契 約 

    リース契約（５年） 

 

２．入札執行の日時及び場所に関する事項 

（１）入 札 日 時 

令和７年１０月３１日（金） 午前 10時 00 分 

（２）場 所 

富山市安養寺 340 番地１ 

富山県農業共済組合 ２階 第２会議室 

 

３．入札保証金に関する事項 

免 除 
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４．予定価格及び最低制限価格に関する事項 

（１）予定価格 

総額 １,８００,０００円（消費税、地方消費税抜き：５年リース総額） 

（２）最低制限価格 

設定しない 

 

５．入札執行後における競争入札参加資格の確認に必要な書類に関する事項 

（１）提出書類 

① 競争入札参加資格書（様式第６号） 

添付書類（様式は任意） 

ア．直前２営業年度分の貸借対照表及び損益計算書 

イ．直前２営業年度分の富山県内における主な入札履行実績 

ウ．富山県及び同県内市町村における入札参加資格取得状況 

② 誓約書（様式第７号） 

誓約内容 

ア．当該入札に係る契約を締結する能力を有すること 

イ．暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法律77号）第32条

第１項各号に掲げる者でないこと 

ウ．会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定に基づく再生手続開始の申

立て、又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定に基づく民事再

生手続開始の申立てがなされている者でないこと 

エ．富山県及び富山県内の市町村から指名停止処分を受けていないこと 

（２）提出期限 

提出を指示した日の翌日から５業務日以内とする。 

 

６．落札者の決定に関する事項 

（１）入札者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格（最低制限価格を定めた案件について

は、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格）で最低の価格をもっ

て入札した者を最低価格入札者とし、最低価格入札者の次の順位の価格で入札した者

を次順位者とし、入札参加資格の確認が終了するまで落札を保留する。 

（２）最低価格入札者に対し最低価格入札者通知書（様式第５号）により速やかに競争入札

参加資格報告書（様式第６号）及び誓約書（様式第７号）の提出を求める。 

（３）最低価格入札者の入札参加資格の確認を行い、入札参加資格を有していたと認めた場

合には、落札候補者として組合長が決定し、理事会の承認を得て落札者とし、落札決

定通知書（様式第８号）により通知する。但し、200万円以下の場合は組合長の決定に

より落札者とする。 

 

７．その他の留意事項 

（１）入札に参加しようとする者は、当組合のホームページに掲示した一般競争入札参加申

込書（様式第１号）に必要事項を記入の上、入札参加申請期限までに郵送または持参
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にて提出すること。郵送の場合は必着とする。 

（２）入札参加者が代理人であるときは、入札前に委任状（様式第３号）を提出すること。 

（３）入札にあたっては、入札書（様式第４号）を作成し、封書にして「入札書在中」と表

記して、所定の投函箱に投函すること。併せて積算内訳書を提出すること。 

（４）次に該当する場合は、その入札は無効とする。 

① 予定価格を事前公表する場合において、事前に公表した予定価格を上回る価格の入

札者は失格とする。 

② 最低制限価格を設けた場合において、最低制限価格未満の価格の入札者は失格とす

る。 

③ 前②により失格とされた入札者は、再度入札に参加することができない。 

④ 所定の日時に遅刻した者は、入札の権利を失う。また、入札書の郵送は認めない。 

⑤ 委任状の持参しない代理人のした入札。 

⑥ 記名押印のない入札。 

⑦ 入札金額を訂正した入札。 

⑧ 積算内訳書の提出がない入札又は入札書と積算内訳書の金額が異なる入札及び入札

書の記載事項が不明瞭であり、意思表示が確認できない入札。 

⑨ 明らかに独禁法等に抵触すると認められる入札又は入札に際し不正の行為があった

と認められる入札。 

（５）その他の事項は富山県農業共済組合物品購入等入札執行要領の定めによる。 

（６）当該入札に関する問い合わせ先について 

富山県農業共済組合 総務部 企画情報グループ 嘉藤 

富山市安養寺 340 番地 1 

TEL ：076-461-5333 

MAIL：system@nosai-toyama.or.jp 

 

この入札に必要な書類等の交付は、７の（６）の場所で行うほか、富山県農業共済組合ホ

ームページ（http://www.nosai-toyama.ne.jp/）からもダウンロードすることができる。 


